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「CO-GROWING」、そして
「HUMAN

CONVINNOVATION」

ファミリーマートの企業活動の根幹

を成す理念は「CO-GROWING（共

同成長）」です。そこには、お客さま、

地域社会、加盟店、取引先、社員とと

もに成長、発展していこうという想い

が込められています。

さらに、事業理念として掲げるのが

「HUMAN CONVINNOVATION」。

コンビニエンスとイノベーションを併

せた造語で、心が通い合う、人間性豊

かなコンビニエンスストアを絶え間な

く革新していく決意を込めています。

「CO-GROWING」の企業理念は、

大きな意味で地球環境との共存という

テーマにもつながるものです。ファミ

リーマートはフランチャイズシステム

ファミリーマートがめざすのは、環

境の世紀といわれる21世紀にあるべ

き「環境保全型コンビニエンスストア」

です。環境に配慮した「商品」「物流」

「店舗施設」「店舗運営」を実現するこ

とで、お客さまや地域社会から「ファ

ミリーマートならでは」という信頼を

いただいたとき、理想とするコンビニ

エンスストアへの道が開けてくるはず

です。その取り組みはまた、企業市民

としての社会的責任であり、持続可能

な事業活動を行っていくための必須の

要件であると考えます。

地球環境と
永続的に共存しうるために

ファミリーマートのコーポレートカ

ラーはブルーとグリーン。ブルーは都

会性や知性、自由を、グリーンは環境

保護を表しています。環境保全活動は、

ファミリーマートのコーポレートテー

マです。「CO-GROWING」の企業理

念のもと、地球環境と永続的に共存し

うる事業活動をめざして、今後も積極

的に取り組みを続けてまいります。

によるコンビニエンスストア事業を展

開しており、加盟店や取引先との緊密

なパートナーシップのもとに、お客さ

まや地域社会との共生をめざしていま

すが、その事業活動は、また地球環境

を守り、次世代の人々に美しい地球を

引き継いでいくことと両立するもので

なければなりません。

フランチャイザーと
フランチャイジーが一体となって

1991年に環境問題担当を設置して

以来、ファミリーマートは環境に配慮

した事業活動を拡大してきました。

1999年3月には、全店舗、本部の

全事業所を対象にISO14001の認証

を取得し、その環境マネジメントシス

テムを有効に活用して環境保全活動を

進めています。フランチャイジーであ

る店舗（加盟店）は本来、それぞれに

独立した事業主ですが、ファミリーマ

ートをともに支えるパートナーとし

て、フランチャイザー（本部）とフラ

ンチャイジーが一体となって環境保護

に取り組んでいます。

3

「CO-GROWING」の企業理念のもとに
21世紀にあるべき「環境保全型コンビニエンスストア」をめざして

情報公開

環境に配慮した
「商品」「物流」

「店舗施設」「店舗運営」
を実現

お客さま、
地域社会の信頼

21世紀にあるべき
環境保全型

コンビニエンスストア
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フ ァ ミ リ ー マ ー ト 環 境 方 針

地球環境問題は人類のみならず、他のあらゆる動植物を含む地球生命圏全体に係わる問題です。

国際社会の一員であり、グローバルネットワークの構築を目指す株式会社ファミリーマートは

加盟店、取引先、社員との闊達な共同作業を通じ、常に新しい価値を創造すると共に、地域社

会に貢献することを社会的使命とする企業理念「CO-GROWING」（共同成長）のもとに、地

球環境の保全も経営使命の一つとして捉え、ファミリーマートチェーンとして地球環境保全活

動を行い、このかけがえのない地球を守り、広く社会に貢献します。

店に省エネルギー、省資源の設備、什器、資材等を順

次導入します。

店舗では地域社会との共生を常に配慮し、廃棄物の分

別、削減及びリサイクルに留意した運営を行います。

各事務所では、省エネルギー・省資源・リサイクル及び

廃棄物の削減を推進します。

事業活動の推進にあたっては、環境関連諸法規及び当社

の合意したその他の要求事項を遵守します。

環境マネジメントシステムに関する組織、運営体制を整

備し、責任の所在の明確化を図ります。

また、環境保全・改善に対する一層の意識の向上を図る

ため、従業員、フランチャイズ契約者に積極的啓発活動

を推進します。

この方針は一般の人の公開要求に常に応えます。

環境保全型コンビニエンスストア事業の推進

物流
環境保全型物流体制の推進

ファミリーマートは、フランチャイズシステムによるコ

ンビニエンスストア事業の推進にあたり、定期的に環境

影響を評価し、環境目的・目標を設定して継続的改善を

図ると共に、環境への汚染予防に取り組む基本方針とし

て以下を定めます。

事業活動の推進にあたり、地域環境及び地球環境の保全

に配慮した環境保全型コンビニエンスストアをめざしま

す。

環境への影響を配慮したプライベートブランド商品の

開発を推進します。

また、当社開発商品以外の商品についても、環境に配

慮した選定を行います。

配送車輛を低公害車に順次転換すると共に、温度帯別共

同配送の促進により、商品配送の効率化を推進します。

環境保全型店舗施設への転換に向け、新設店及び改装

基本理念

環境方針

商品
環境配慮型商品の開発と選定

店舗施設
エコショップ化の推進

店舗運営
環境保全型店舗運営の実施

事務所
事務所における環境保全活動の推進
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環境マネジメントシステムの推進体制

経営トップが環境方針に掲げた「商品」

「物流」「店舗施設」「店舗運営」「事務

所」の5項目について、環境目的・環

境目標を設定し、責任者、担当者を決

めてスケジュール化を図り、実行して

います。環境推進部会では環境管理責

任者が各部門の実務担当者に対してそ

れぞれの環境目標の進捗状況を確認

し、遅れている場合には原因を究明し、

対策を立てて取り組んでいます。

東京・池袋の本部ビルを使用する各部

門の実務担当者をメンバーとするエコ

アシスタントリーダー会議において、

エコ・チェックシートによる点検状況、

電気使用量の数値データなどの定期的

な進捗確認により、本部事務所の環境

保全活動を推進しています。

全国の各地域の店舗を統括するリージ

ョン（東北、北関東、東京、南関東、

東海中部、北陸、関西、山陽瀬戸内、

九州北）の統括責任者を各リージョン

における環境責任者とし、店舗の環境

保全活動を推進しています。

システム本部

営業企画本部

リージョン戦略室

総務人事部

経理財務本部

AFC・関連事業部

総合企画室

監査室

加盟店相談室

顧客サービス室

広報部

環境推進部

社
長

環
境
委
員
会

環
境
管
理
責
任
者

内
部
環
境
監
査
員
チ
ー
ム

環
境
推
進
部
会

エ
コ
ア
シ
ス
タ
ン
ト
リ
ー
ダ
ー
会
議

リ
ー
ジ
ョ
ン

エ
リ
ア

開
発
課

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
店
舗

直
営
店
舗

中央本部 地域事務所 店舗

8リージョン
91エリア
23開発課

（2001.２.28現在）

5,275店舗　
（2001.２.28現在）

リ
ー
ジ
ョ
ン
の
統
括
は
、
リ
ー
ジ
ョ
ン
の
環
境
責
任
者
と
し

て
環
境
管
理
責
任
者
に
直
結
し
、
リ
ー
ジ
ョ
ン
内
の
店
舗
、

事
務
所
に
お
け
る
環
境
保
全
活
動
を
推
進
す
る
。

エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
は
リ
ー
ジ
ョ
ン
統
括
の
指
示
の
も
と
、

ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
（
店
舗
担
当
）
を
通
じ
て
店
舗
の
環
境

保
全
活
動
を
推
進
す
る

店
長
は
店
舗
の
環
境
責
任
者
と
し
て
、
リ
ー
ジ
ョ
ン
統
括
、

エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
の
運
営
指
導
の

も
と
、
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
店
舗
担
当
部
分

を
実
施
。
店
舗
の
環
境
保
全
活
動
の
責
任
を
負
う

本
部
（
部
門
）
長
は
担
当
本
部
（
部
門
）の
環
境
責
任
者
ま
た
は
そ
の
補
佐
と
す
る

環境委員会

社長を環境委員長とし、経営層をメンバーとする。
ファミリーマート全体の環境保全活動に関する案件を
審議する

内部環境監査員チーム

内部環境監査を実施し、その結果を環境委員会に報告
する

環境管理責任者

ISO14001による環境マネジメントシステムを確
立、実施、維持、管理する。環境委員長の任命により、
現在は環境推進部長が担当

環境推進部会

チェーン全体の環境保全活動の計画立案と推進、環境
目的・環境目標の協議を行う。月1回開催。
事務局＝環境推進部

エコアシスタントリーダー会議

本部事務所における環境保全活動推進のための協議を
行う。月１回開催。事務局＝総務人事部

業務本部
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関
連
エ
リ
ア

事業活動にともなう環境への影響

お客さま ペットボトル（行政の回
収拠点として協力）

容器・包装（家庭廃棄物）

output

店舗
電気、水、フライヤー油、
用度品（消耗品等）

input

排水、廃棄物（生ゴミ、
紙ゴミ、缶、ビン、
廃プラスチック、

ペットボトル、ダンボール）、
廃油、室外機騒音

物流センター

本部

中央本部
リージョン事務所

エリア事務所・開発事務所

電気、水、ガス、
重油、用度品

排ガス、排水、騒音、
振動、臭気、

廃棄物（生ゴミ、
ダンボール）

電気、水、事務用品、
コピー用紙

事業系廃棄物
（紙ゴミ、備品）、排水

製造メーカー 排ガス、排水、騒音、
振動、臭気、廃棄物

電気、水、原材料、
石油類、
包材・物流包装

排ガスガソリン

社有車

物流車輌
排ガス軽油

物流車輌

排ガス軽油

プライベートブランド・オリジナル
商品の開発、仕様決定
ナショナルブランド商品の選定

販売

納品

納品

店舗巡回
（スーパーバイザー）

連絡文書
販促物

1 input output（月間平均）
input
電気使用量 12,448kWh
水道使用量 29ｍ3

output
生ゴミ 368kg
その他可燃ゴミ 295kg
缶 136kg
ビン 20kg
廃プラスチック 38kg

フライヤー油使用量 50
フロンガス封入量（常時） 41kg

ペットボトル 20kg
ペットボトル（回収地域）90kg
ダンボール 570kg
フライヤー廃油 50

地球温暖化 オゾン層破壊 廃棄物問題 資源の枯渇 大気汚染 水質汚染

エ
コ
シ
ョ
ッ
プ
化
の

推
進
（
P
19
〜
21
）

環
境
保
全
型
店
舗
運
営

の
実
施
（
P
22
〜
24
）

環
境
保
全
型
物
流
体
制
の
推
進

（
P
16
〜
18
）

事
務
所
に
お
け
る
環
境
保
全
活
動
の
推
進

（
P
25
〜
26
）

環
境
配
慮
型
商
品
の
開
発
と
選
定

（
P
13
〜
15
）

フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
の
事
業
エ
リ
ア

関
連
エ
リ
ア

フロン

フロン
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ISO14001のPDCAサイクルを基盤として

Do

Check

Action  

環境マネジメントシステムの適合性、有

効性及び妥当性を確認し、環境問題を取

り巻く社会状況の変化を考慮して、継続

的な改善を行うため、環境委員会におい

て年１回、環境マネジメントシステムの

見直しを行っています。

1.環境方針

2.環境目的及び環境目標

3.環境マネジメントプログラム

4.法的及びその他の要求事項

5.著しい環境影響に係わる規程

6.環境マネジメントシステムのその他

の要素

1.環境に関する社会情勢の変化

2.環境目的・環境目標の達成度

3.内部環境監査の結果

4.外部による環境監査の結果

5.利害関係者、地域社会からの情報

6.不適合の予防処置結果

2000年度は、経営トップによる環境方

針の見直しが行われ、改めて制定されま

した。

また、環境目的、環境目標はなるべく目

標数値を明確にすることで、進捗管理を

確実に行うことが決まりました。

本部、部の環境責任者は、年度当初に定

めた環境目標について、毎月、実施状況

を確認します。さらに、四半期ごとに達成

状況の確認を行い、計画通りに進んでい

ない場合は不適合としての処置を行いま

す。また、環境関連法規から逸脱しない

ように監視すること、教育を実施した際

の記録を管理することも環境責任者によ

って行われています。

不適合とは、ISO14001の要求事項との

不一致、環境マネジメントシステムとの

不一致（規程・手順書との不一致）、環境

マネジメントプログラムの未達成、環境

関連法規及びその他の要求事項との不

一致をいいます。不適合が生じた場合

は、「不適合処置報告書」を作成し、原因

を究明し、対策を講じています。

すべての店舗、すべての部門を対象とし

て、年１回、内部環境監査を実施してい

ます。

店舗の内部監査項目は、環境方針の掲

示、環境オリエンテーション（教育）記録

の整備、廃棄物分別の徹底状況などで

す。2000年度は、10月に全店一斉に行

いました。

また、本部各部門の監査項目は、環境マ

ネジメントシステムの適合性（環境教育

記録の整備、規程・手順書の整備）、環

境関連法規及びその他の要求事項の遵

守、環境目的・環境目標の進捗状況など

です。2000年度は11～12月にかけて実

施しました。

内部環境監査の結果は内部環境監査員

チーム責任者によってまとめられ、環境

委員会に報告されています。

経営層による見直し Action

点検及び是正処置 Check
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ISO14001 PDCA

Plan

Answer Your Question

PDCAサイクルって、何ですか？

ISO14001をひも解くと、まず最初に必ず目にするのがPDCAサイクルの図です。これは環境マネジメントシステ

ムの全体の姿を図で表したものです。まず、経営トップが環境方針を立てます。そしてPlan（計画）では、事業活

動が環境にどのような影響を与えているのかを調査し、その評価をしたり、環境関連の法律の規制を調べたりした上

で、なるべく具体的に環境活動の計画を策定します。Do（実施及び運用）では、教育の実施、内部・

外部のコミュニケーション活動、規程・手順書に基づく実施などにより、環境活動を実践します。

Check（点検及び是正処置）では自らの活動を振り返ってみて、できていないこと、実施が困難なこ

となどがあればその原因を明らかにし、対応を図ります。さらにAction（経営層による見直し）では、

環境に関する社会情勢の変化を見極めた上で環境方針や環境マネジメントシステムの見直しを行

いますので、常に時代に合わせた実効性のあるシステムとして機能する仕組みになっています。

A
Q

環境側面（環境と相互に影響しうる、組

織の活動、製品又はサービスの要素）の

抽出によって、店舗及び本部の事業活動

が環境にどのような影響を及ぼしている

のかを見極めるとともに、電気の使用量、

紙の使用量、廃棄物の排出量などのデ

ータを収集します。それらのデータをも

とに環境影響評価を行った結果、2000

年度は店舗における電気の使用や配送

車の使用などが最も環境への影響が大

きいものであると特定しました。

事業活動において、環境関連の法律及

びその他の要求事項（ファミリーマートが

国、自治体などと遵守することを約束し

た事柄）を環境マネジメントシステムに

反映させています。

環境関連の法律は下記の通りです。

・「廃棄物の処理及び清掃に関する法

律（廃棄物処理法）」

・「容器包装に係る分別収集及び再商

品化の促進等に関する法律（容器包装

リサイクル法）」

・「浄化槽法」

・「特定物質の規制等によるオゾン層の

保護に関する法律（オゾン層保護法）」

・「（都道府県・市町村の）景観条例」

その他の要求事項は下記の通りです。

・「市町村によるペットボトル回収の拠

点としての協力」

なお、2001年５月からは「食品循環資源

の再生利用等の促進に関する法律（食品

リサイクル法）」への対応についても考

慮していきます。

経営トップが定めた環境方針、環境影響

評価の結果、法的及びその他の要求事

項を踏まえて、すべての部門が環境目的

（３年間で達成する目標）、環境目標（年

度目標）を設定しています。そして環境目

標を実現するために、具体的な実施事

項、責任者、担当者、対象者を定め、年

間スケジュールを策定し、全員で環境保

全活動に取り組んでいます。

ファミリーマートチェーン全体の環境活

動を統括する環境管理責任者を置くとと

もに、本部長、部長はそれぞれの本部、

部の環境責任者に任命しています。また、

「環境委員会」「環境推進部会」「エコアシ

スタントリーダー会議」を定期的に開催

し、各部門の環境保全活動の進捗状況

を確認しています。

ファミリーマートのオリジナル環境オリエ

ンテーション（教育）資料「エコぱーとな

お客さまや店舗近隣にお住まいの皆さま

など、外部からいただいた情報は顧客サ

ービス室を窓口として対応しています。

受理された情報は毎週、経営層と関連部

門へ伝達され、対応が図られています。

環境への影響に配慮し、環境保全活動を

実行するために、「低公害物流車輛管理

規程」「エコショップ建設運営管理規程」

「本部事務所環境管理規程」など、全部

で16の「規程」「手順書」を定めていま

す。毎年１回、各関連部門において、教

育用の資料としても活用されています。

ー」を使用して、店長及びストアスタッフ

全員に対する環境オリエンテーション（教

育）を実施しています。2000年度は２回

（2000年６月、2001年１月）行いました。

社員に対しては、部長を教育責任者とし

て年１回、各部門ごとに環境教育を実施

しています。社員全員でファミリーマート

の事業活動が環境に対してどのような

影響を及ぼしているのかを具体的に確

認し、所属する部が定めた環境目的、環

境目標について年間を通して実行する

よう徹底を図っています。

計 画 Plan

実施及び運用 Do

P
D

C

A



昨年度の外部審査機関による1年次サ

ーベイランス審査において今後の課題

として指摘された「内部監査の精度向上」

を実現するため、内部環境監査員チー

ムで検討を重ねた結果、今年度より2つ

の新しい試みを取り入れることにしま

した。

監査時に内部環境監査員が使用するチ

ェックシートに「著しい環境影響を持つ

作業一覧表（部門別）」「環境法規制及び

その他の要求事項一覧表（部門別）」を

新たに組み込むことにより、被監査部門

の特性に合わせたチェック項目の設定

と、監査精度の向上を図りました。

2001年１月23日～29日、外部審査

機関による定期サーベイランス審査が

行われ、本部9部門、初めての審査と

なる九州北・北陸を含む8リージョン、

14エリア、2会計センター、63店舗

が審査を受けました。総合結果は4段

階（「向上」「維持」「低下」「受認不可」）の

最上位である「向上」、ファミリーマート

の環境マネジメントシステムが有効に

機能し、継続的な改善がなされている

との評価をいただきました。

今回指摘を受けた観察事項3件につい

ては、是正のための対策を検討し、実行

に移しています。

内部環境監査員の意識向上とスキルア

ップを目指し、監査員を対象に事前研修

を実施。チェックシートの活用方法に監

査員間のレベル格差が生じないように

して、監査の充実・徹底を図りました。

以上の結果、今年度の2年次サーベイ

ランス審査では「計画・実施のいずれに

おいても適切に行われ、その品質も概

ね良好」との評定をいただきました。

内部環境監査のさらなる精度向上をめ

ざして、今後も改善を進めていきます。

9

環境監査

今年度は、内部環境監査員養成セミナ

ー（2日間）を受講して認定を受けた

4名、及び既に認定取得の4名、計8

名を内部環境監査員に任命しました。

いずれも、9月のエリアフランチャイ

ズ合併によって誕生した九州北・北陸

の2リージョンに所属し、リージョン

の環境保全活動の推進役となります。

対象

全店舗

本部全部門

全リージョン・
15エリア

実施時期

2000年
10～11月

11～12月

12月

監査担当

スーパー
バイザー

内部
環境監査員

内部
環境監査員

監査項目

「店舗内オリエンテーショ
ン」「排出ゴミ分別状況点
検」などについての6項目

「環境マネジメントシステ
ムの適切な運用」など大
きく3項目（細項目多数）

同上

監査結果

一部店舗に「オリエンテーション不徹底」
「排出ゴミ分別状況点検記録の不備」があ
り、エリアマネジャーが是正を図る

一部部門に「環境教育記録の不備」があり、
部門長（環境責任者）が是正を図る

一部事務所に「環境教育記録の不備」「エ
コ・チェックシートの不整合」があり、リージ
ョン統括、エリアマネジャーが是正を図る

内部環境監査（2000.11.24）

社長インタビュー

事務所の審査（福岡第一エリア）

店舗の審査（博多バイパス松島店）

1998

1999

2000

42

21 63

8 69

（年度）�

（人）�

※2000年度は８名増、２名減で、累計69名です
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サーベイランス審査結果及び講評

1．審査日程　2001年１月23日～29日　
2．適用規格　ISO14001：1996（JIS Q 14001：1996）
3．JAC0登録証番号　EC98J1203 
4．システム変更サーベイランス審査の実施
2000年9月1日、（株）ファミリーマートは子会社である（株）北陸ファミリーマ
ート、（株）アイ・ファミリーマートと合併しました。従って、それぞれの出店エ
リアである北陸、九州北についてISO14001の適用範囲を拡大しました。

2001年1月、（株）ファミリーマート殿の

EMS（環境マネジメントシステムの略、

以下同じ）に対する2年次サーベイラ

ンスと、これに合わせて北陸および九

州北の両リージョンを登録範囲に加え

たことに関するシステム変更サーベイ

ランスを行い、登録維持とシステム拡

大に関する合格判定がなされました。

当社のEMSは、東京池袋に中央本部

と全国に展開している8箇所のリージ

ョン事務所、91箇所のエリア事務所、

約5200の店舗で構成されています。

今回審査は、中央本部では26部のう

ち9部、8つのリージョンはすべて訪

問、エリア事務所は14箇所、店舗は既

登録部分で44店、システム拡大範囲

の北陸・九州北で19店をサンプル抽

出し、2001年1月23日～1月29日ま

での5日間、8名の審査員で行いまし

た。

審査チームは、経営者から社員・店員

に至る各階層へのインタビュー、文書

と記録の閲覧、環境保全関連施設の

現場観察により、既登録範囲及びシス

テム拡大範囲に関して、適合性と有効

性の維持を確認し、そのことをジェイ

コに報告、ジェイコはこれを審査して

合格判定を行いました。

前回定期サーベイランスで課題とされ

た『内部監査で、部署レベルの監視及

び測定や不適合に対するフォロー精度

が粗く、これに対する内部監査シート

の精度や監査員の認識の向上が望ま

れる』について、改善が見られました。

過去1年間の継続的改善の状況は、以

下の結果に基づき、システム及びパフ

ォーマンスの両面で改善が認められ、

総合評価でも『向上』と評定しました。

①主要なシステム改善事項として、内

部監査の手法向上、体制及び責任

におけるエコアシスタントリーダー

会議の機能強化、コミュニケーショ

ンに関して環境会計や環境活動報

告書発行への取り組み

②遵法関連のパフォーマンス改善事項

として、適用法令遵守に加えて、特

に自動車排気窒素酸化物対策にお

ける進展

③目標関連のパフォーマンス改善事項

として、商品、物流、店舗の設備・運

営、事務所活動の夫々に関する環境

配慮の推進において、ほとんどの目

標値項目を達成、向上

今回審査で、以下の3件の不具合点

（いずれも観察事項）を指摘し、今年6

月までに是正するとの約束を得てい

ます。

①法規制等登録書での要求事項の記

述（地域の条例を含む）の具体性が

不十分

②エリアマネジャー及びスーパーバイ

ザーの役割、権限に関する記述、周

知が不十分

③エリア事務所、店舗に対する関連文

書の配備に関する手順が不明確

1.広範な地域にわたる従業員10万人

の巨大組織にあって、EMSの適合性

と有効な機能を維持しており、経営

者、環境担当スタッフ、社員・店員の

熱意がみられます。

2. ISO14001の特徴点であるPDCAサ

イクルのうち、EMS認証取得によっ

て、目的及び目標の進捗管理におけ

るＣＡプロセスの向上に大きな成果を

上げられています。

3.今後EMSの更なる発展として、次

が期待されます。

①各種のEMS文書管理、特に法規制

等の登録維持とそれに対応する運

用管理の機動化に関して、情報伝達

の電子化の進展

②これまでは本部から前線・実務への

展開が強かったのですが、これから

は前線・実務の創意工夫に根ざした

環境保全活動テーマの発掘・施策

形成のプロセスの活発化

（株）日本環境認証機構　
環境マネジメントシステム
主任審査員


